
令和５年 10月 30日 

 

国立市 健康福祉部 高齢者支援課 高齢者支援係  

 

「富士見台２丁目遺贈地」利用者募集に係る公募型プロポーザルにおける質問と回答について 

 

 

質問 No. 該当箇所 質問内容 回答内容 

１ 仕様書 P．２ 

２．運営管理 （１） 

 

鍵の管理について 

「多面的に検討した結果・・・（略）・・・都度、活動前に市の

担当職員より鍵の授受簿を介して受け取り、使用後はご返

却いただくこととなります。」との回答がございましたが、こ

れについて以下の通り質問がございます。 

 

実施方法のイメージについて、下記（１）～（３）のいずれに

近いか教えていただけないでしょうか。（（１）～（３）が想定

されている方法と大きく異なる場合には、想定されている方

法を詳細に教えていただけないでしょうか。） 

また、そのように変更される理由について、「多面的に検討

した結果」とございましたが、理由を詳細に教えていただけ

ないでしょうか。（網羅的な理由の開示が難しい場合、決定

的な理由だけでも教えていただけないでしょうか。） 

 

【実施方法のイメージ】 

（１）ひらや照らすの当番が、都度、市役所に受け取り・ 

鍵の運用管理については、（１）をイメージしております。 

※閉庁日（土曜日）の場合、守衛室などでの受け渡しを検討し

ております。 

変更理由についてですが、利用時間を守り、どなたが開・閉錠

を行ったか、建物所有者としての市が、これまで以上にしっか

りと管理、把握できるようにするためです。 

これにより、仮に何かのトラブルが発生したとしても、より迅速

に現状把握ができるものと考えます。 



返却に行く 

（２）ひらや照らすの当番が、都度、社協（福祉会館）に受 

け取り・返却に行く（必 要に応じて、ひらや照らすの運 

営管理者から社協に依頼・協議を実施） 

（３）市役所職員の方が、都度、ひらや照らすに鍵を渡し・  

受け取りに来られる 

 

※（１）、（３）の場合、市役所閉庁日（土曜日）の鍵の受け

取り・返却はどのようになされるイメージか教えていただけ

ないでしょうか。 

 

２ 仕様書 P．２ 

２．運営管理 （４） 

 

最大利用人数に

ついて 

「主たる活動場所として想定している和室と食堂部分の面

積を踏まえ、開設からこれまでの経過をもとに多面的に検

討した結果、最大利用人数は 20 名と規定させていただき

ました。」との回答がございましたが、これについて以下の

通り質問がございます。 

 

「多面的に検討した結果」の内容を詳細に教えていただけ

ないでしょうか。（網羅的に開示することが難しい場合、決

定的な理由だけでも教えていただけないでしょうか。） 

最大利用人数 20 名の制限は、市民の健康づくりや社会参

加の機会の制限につながるため、国立市における健康維

持・介護予防の推進の観点や、参加される市民の方々の

期待の観点からも、最大利用人数を 35名とするなど、緩和

をご検討頂けないでしょうか。（恒常的に 20 名以上が参加

当該建物は、一般的な木造家屋であり、周辺は住宅街となり

ます。 

これらを踏まえつつ、これまでの活動事例や、開設からの経

過をもとに人数を設定させていただきました。 

したがいまして、20 名を超える人数の利用が見込まれる場

合、複数回に分けるほか、その他多人数の利用、収容ができ

る場所をご検討いただきたく存じます。 



する状況をご懸念されるなどの場合には、例えば、21 名～

35 名が参加する場合には市役所に事前の相談や届出を

行うなどの仕組みで対応することをご検討いただけないで

しょうか。） 

３ （様式 3） 

団体構成員・従業

者名簿 

 

資格の有無の記

載について 

様式中に、「資格の有無」の欄がありますが、資格の提出

が審査過程で必要な理由（資格の情報をどのような観点で

審査に用いるのか）を詳細に教えていただけないでしょう

か。（個人情報については、審査で必要な範囲で最小限に

収集されるべきとの考えのもと質問させていただいておりま

す。） 

ご提案いただく事業案において、有資格者による企画実施の

方が、参加者目線でより高度で、専門的な内容が期待できる

と相対的に評価できるものがございます。 

 

（例） 

・介護予防運動 （介護予防運動指導員） 

・スマートフォン操作説明会 （スマホマイスター検定） 

・老後に学ぶ資金運用・管理 （ファイナンシャル・プランニング

技能士） 

 

よって、ご提案いただく事業案に直接的な関わりがない資格、

またはアピールポイントとならない場合については、あえて事

細かにご記載いただく必要はございません。 

企画提案として記載した方が望ましいと考える場合にご記載く

ださい。 

 

 

以上 


